
規制区域は2種類です。

宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

規制区域指定後に一定規模以上の盛土等を行う場合、
許可申請または届出が必要です。

令和７年５月２６日に

三重県全域で盛土規制法の
規制区域の指定を行います。

令和７年５月２６日に

三重県全域で盛土規制法の
規制区域の指定を行います。

規制区域の詳細については
ホームページをご確認ください。



規制対象行為と必要な手続き

盛土規制法に関する詳細な内容や規制区域、許可申請の手引き、
問い合わせ先についてはホームページをご覧ください。

※令和7年5月26日より前から許可対象となる工事を行っている場合は、規制区域指定から
21日以内に当該工事に関する届出が必要です。


